
号

　各　位

周南市長　　藤井　律子

　時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　平素から、本市のスポーツ推進につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。

　さて、標記につきまして、別紙「周南市スポーツ栄光賞授与要綱」に基づき、例年周南市

スポーツ栄光賞授与式を開催し、市長による授与を行っているところです。

　しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの大会等が中

止となっており、例年に比べ本賞の授与基準に該当する個人・団体が減少することが想定さ

れます。

　そこで、授与式の開催の可否や開催方法、新型コロナウイルス対策について、適切な実施

に向けた検討を行うために、このたび該当者数の把握に向けた調査を実施いたします。

　つきましては、貴団体における今年度の授与基準に該当する、個人・団体について、取り

まとめのうえ、推薦頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

１　様式提出書類

　⑴　推薦書（今後の連絡先として、責任者欄を明記）

　⑵　大会等の賞状のコピー（賞状が授与されない大会は順位を証明できるもの）

　⑶　大会等の開催要項（団体の場合、大会メンバー表を提出）

２　提出期限 令和２年１２月２８日（月）　期限厳守
(提出期限後の大会等で該当となった場合は、速やかにご申請ください。)

３　提出先 〒７４５－８６５５　周南市岐山通１－１

周南市地域振興部　文化スポーツ課

E-mail：ed-sports@city.shunan.lg.jp

４　添付書類 周南市スポーツ栄光賞授与要綱 【別紙①】

周南市スポーツ栄光賞推薦書（個人） 【別紙②】

周南市スポーツ栄光賞推薦書（団体） 【別紙③】

参考資料（周南市学校教育栄光賞授与要綱）【別紙④】

５　その他 ○周南市学校教育栄光賞受賞者は受賞対象から除きます。

○授与式実施の可否や会場・日程等は、決定次第ご連絡いたします。

E-mail：ed-sports@city.shunan.lg.jp

周 南 市 地 域 振 興 部

文 化 ス ポ ー ツ 課 ス ポ ー ツ 担 当

ＴＥＬ ０８３４－２２－８６２４

ＦＡＸ ０８３４－２２－８４２８

周文ス第 ３１１

令和２年１２月２日

　　（公印省略）　

令和２年度周南市スポーツ栄光賞について（依頼）

記

ＴＥＬ ０８３４－２２－８６２４

ＦＡＸ ０８３４－２２－８４２８



別紙① 

 

○周南市スポーツ栄光賞授与要綱 

平成25年４月１日要綱第23号 

周南市スポーツ栄光賞授与要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツ大会にて優秀な成績を収めたものに対して、その功績をたたえ、スポ

ーツを奨励するために周南市スポーツ栄光賞を授与することについて、必要な事項を定めるものと

する。 

（受賞者の資格） 

第２条 前条に規定する周南市スポーツ栄光賞の受賞（以下「受賞」という。）をする者（以下「受

賞者」という。）の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 国際大会に出場し、その成績が優秀なもの 

(２) 全国大会に出場し、その競技における成績が３位以内のもの 

(３) 中国大会又は西日本大会に出場し、その競技における成績が２位以内のもの 

(４) 山口県大会に出場し、その競技における成績が１位のもの 

（対象） 

第３条 個人の受賞の対象は周南市に居住、通勤又は通学する者（前条第１号に該当する場合は、周

南市内の中学校、高等学校、高等専門学校又は大学のいずれかを卒業した者を含む。）とし、団体

の受賞の対象は周南市の公益財団法人周南市体育協会加盟団体又は周南市に所在地がある団体と

する。ただし、周南市学校教育栄光賞授与要綱（平成15年４月21日教育長制定）第１条に規定する

周南市学校教育栄光賞受賞者は対象から除く。 

（推薦） 

第４条 公益財団法人周南市体育協会各加盟団体その他の団体は、受賞者に当たるものがいる場合は、

周南市スポーツ栄光賞推薦書（個人）（別記様式第１号）又は周南市スポーツ栄光賞推薦書（団体）

（別記様式第２号）に必要な書類を添付し、市長に推薦するものとする。 

（受賞者の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による推薦に基づき受賞者を決定し、周南市スポーツ栄光賞を授与する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 



別紙② 

別記様式第 1号（第 4条関係）                                                         

周南市スポーツ栄光賞推薦書(個人) 
 
 
 
 

ふ り が な   

男・女 生年月日 年  月  日 年齢   歳 

 

氏   名   

 
 
 

現 住 所 
〒   － 勤務先又は 

学 校 名 
  

 

  
 
 

推 

薦 

理 

由 

 大会名、月日、会場、成績、記録等を具体的に記入してください。  

  

 
 
 
 
 
 
 

                                  

ふ り が な   

男・女 生年月日 年  月  日 年齢   歳 

 

氏   名   

 
 
 

現 住 所 
〒   － 勤務先又は 

学 校 名 
  

 

  
 
 

推 

薦 

理 

由 

 大会名、月日、会場、成績、記録等を具体的に記入してください。  

  

 
 
 
 
 
 
 

注 大会の賞状、大会開催要項の写しを添付してください。 
 
 

 上記のとおり推薦します。  

  

      年  月  日   

  

   周南市長 
 
 

推薦団体名称  

  

代表者名                  ㊞  

 
 
 
 

責任者氏名   電話番号 －   － 
 
 

責任者住所 

〒   － ⑴ 責任者の住所及び電話番号は、連絡先又

は決定通知書の送付先として使用します。 

⑵ 責任者は出席者のとりまとめをお願い

します。 

 

  

 

 

                                  
                                  

 



別紙③ 

別記様式第 2 号（第 4条関係）                         
                        

周南市スポーツ栄光賞推薦書(団体) 

ふ り が な  

団体所在地 

〒   － 

団 体 名  

ふ り が な  

代表者氏名   

責任者氏名   電話番号 －     － 

責任者住所 

〒   － 

  

⑴ 責任者の住所及び電話番号は、連絡先又は決定

通知書の送付先として使用します。 

⑵ 責任者は出席者のとりまとめをお願いします。 

ふ り が な 学年 

年齢 
住   所 勤務先又は学校名 

氏   名 
 

    
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

   
  

推
薦
理
由 

 大会名、月日、会場、成績等を具体的に記入してください。 

 

注 大会の賞状(順位を証明するもの)、大会開催要項及びメンバー表の写しを提出してください。 

 上記のとおり推薦します。 

      年  月  日 

   周南市長  推薦団体名称 
 

㊞ 

  

代表者名   

  

 



別紙④ 

1/2 

○周南市学校教育栄光賞授与要綱 

平成15年４月21日教委要綱第１号 

改正 

平成24年３月７日 

平成31年３月７日教委要綱第２号 

周南市学校教育栄光賞授与要綱 

（趣旨） 

第１条 学校教育における芸術、文化、科学技術、スポーツ等の活動を振興するために、全国又は

県規模で優秀な成績をおさめた者に対して、その功績をたたえ、奨励する意味で周南市学校教育

栄光賞を授与する。 

（受賞者の資格） 

第２条 受賞者の資格は、毎年度の４月１日から３月31日までの間に学校教育関係（芸術、文化、

科学技術、スポーツ等）において、次の成績をおさめた者とする。 

(１) 全国コンクール、全国的発表会又は全国分野において３位以内に相当する成績をおさめた

者 

(２) 中国地区コンクール、中国地区発表会、中国地区大会又は地方的分野において３位以内に

相当する成績をおさめた者 

(３) 山口県コンクール、山口県発表会、山口県大会又は県分野において１位に相当する成績を

おさめた者 

(４) その他選考委員会が特に認めた者 

（対象） 

第３条 受賞対象は周南市立小・中学校教職員及び児童・生徒の個人又は団体とする。 

（申請の手続） 

第４条 受賞対象に該当する者があるときは、別紙様式によって学校長が募集要項及び賞の写しを

添えて受賞後、教育長に申請するものとする。 

（受賞者の決定） 

第５条 学校長の申請に基づき、選考委員会で決定する。 

２ 選考委員会の委員は次のとおりとする。 

(１) 教育長 

(２) 教育部長 



別紙④ 

2/2 

(３) 教育部次長 

(４) 小学校長会長 

(５) 中学校長会長 

(６) 学校教育課長 

(７) 学校教育課主幹 

(８) 学校教育課長補佐 

（授与期日と方法） 

第６条 選考委員会が開催する周南市学校教育栄光賞授与式において受賞者に授与する。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月21日から施行し、平成15年度の活動から適用する。 

附 則（平成24年３月７日） 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月７日教委要綱第２号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 


